
 

 

防府市子ども・子育て支援事業計画における中間年の見直しについて 

 

 

（１）地域子育て支援拠点事業 

新規開設に伴い、確保方策を見直します。 

 

【変更前】 

市全域 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

①量の見込み 51,673 人 50,910 人 48,880 人 47,968 人 47,054 人

②確保方策 ７か所 ７か所 ７か所 ７か所 ７か所

現在、実施している７か所で実施します。ただし、上記７か所に限らず、休日における

利用ニーズに応じ、多様な実施主体による開設等について検討します。 

 

 

【変更後】 

市全域 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

①量の見込み 51,673 人 50,910 人 48,880 人 47,968 人 47,054 人

②確保方策 ７か所 ７か所 ７か所 ８か所 ８か所

現在、実施している８か所で実施します。ただし、上記８か所に限らず、休日における

利用ニーズに応じ、多様な実施主体による開設等について検討します。 

 

 

 

平成２９年９月に、地域子育て支援拠点施設ありんこくらぶ（新田保育園）を開設しま

したので、平成３０年度より確保方策を７か所から８か所に変更します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 



（２）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

 新規事業のため、今後、方向性を検討することとしていたことから、質の向上を図るた

めの基本的な方向を示します。 

 

【変更前】 

新規事業のため、今後、方向性を検討します。 

 

 

【変更後】 

保育等を利用する生活保護世帯等に対して文房具等の購入に要する費用や行事への参加

に要する費用等の一部を給付することにより、子どもの健やかな成長を支援します。 

 

 

（３）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

 新規事業のため、今後、方向性を検討することとしていたことから、質の向上を図るた

めの基本的な方向を示します。 

 

【変更前】 

 新規事業のため、今後、方向性を検討します。 

 

 

【変更後】 

私立認定こども園における特別な支援が必要な子どもの受入体制を構築することで、良

質かつ適切な教育・保育等の提供体制の確保を図ります。 

 

 

 


